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第１　はじめに
　本件は、原告らが、被告の有する特許発明（発明
の名称「ピリミジン誘導体」。特許第2648897号。優
先日平成３年７月１日）につき特許無効を求めて審
判請求をしたという事案である。特許庁は、これを
無効2015-800095号事件として審理し、請求不成立の
審決をした。原告らは、取消事由として進歩性の判
断の誤り、サポート要件についての判断の誤りを挙

げて本件訴訟を提起したところ、本判決は、原告ら
の主張をいずれも排斥して、請求を棄却した。進歩
性の判断については、特許法29条１項３号の「刊行
物に記載された発明」の一般的認定基準を掲げた上、
特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優
先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択
肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはでき
ず、これを引用発明と認定することはできないとの
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具体的基準の下で、これを甲２に当てはめ、甲２の
記載から、当業者が、所定の化合物（具体的には副
引用発明）を積極的あるいは優先的に選択すべき事
情を見いだすことはできない、また、甲２の一般式

（Ｉ）で示される極めて多数の化合物全部について、
技術的裏付けがあると理解できるとはいえないとし
た。本稿では進歩性判断の部分を取り上げる。一般
論としての引用発明の適格性の問題、下位概念とし
て極めて多数の選択肢のある場合にそのうちの１つ
を引用発明として認定することができるか否かの問
題、更には引用発明における具体的な技術的思想の
認識可能性の問題について、若干の検討を試みたい。

第２　本件特許発明
【請求項１】
式（Ｉ）：

【化１】
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第１	
 はじめに 
本件は、原告らが、被告の有する特許発明（発明の名称「ピリミジン誘導体」。

特許第 2648897号。優先日平成 3年 7月 1日）につき特許無効を求めて審判請
求をしたという事案である。特許庁は、これを無効 2015-800095号事件として
審理し、請求不成立の審決をした。原告らは、取消事由として進歩性の判断の

誤り、サポート要件についての判断の誤りを挙げて本件訴訟を提起したところ、

本判決は、原告らの主張をいずれも排斥して、請求を棄却した。進歩性の判断

については、特許法 29条 1項 3号の「刊行物に記載された発明」の一般的認定
基準を掲げた上、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選

択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出

することはできず、これを引用発明と認定することはできないとの具体的基準
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 本件特許発明 
【請求項１】 

式（Ｉ）： 

【化１】 

 

 

（式中、
Ｒ１は低級アルキル；
Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル；
Ｒ３は低級アルキル；
Ｒ４は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカル
シウムイオン；
Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ
基；
破線は２重結合の有無を、それぞれ表す。）
で示される化合物またはその閉環ラクトン体である
化合物。

（請求項２以下は省略）

第３　本件審決の判断
１　本件発明１と引用発明１との一致点と相違点

甲１（特表平３-501613号公報）
甲２（特開平１-261377号公報）

（１）一致点
「式（Ｉ）：

（式中、
Ｒ１は低級アルキル；
Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル；
Ｒ３は低級アルキル；
破線は２重結合の有無を、それぞれ表す。）
で示される化合物またはその閉環ラクトン体

である化合物。」
（２）相違点

（１－ⅰ）
Ｘが、本件発明１では、アルキルスルホニ

ル基により置換されたイミノ基であるのに対し、
甲１発明では、メチル基により置換されたイミ
ノ基である点
（１－ⅱ）
Ｒ４が、本件発明１では、水素又はヘミカル

シウム塩を形成するカルシウムイオンであるの
に対し、甲１発明では、ナトリウム塩を形成す
るナトリウムイオンである点

２　相違点の判断
（１）甲１発明からの動機付けについて

「本件発明１と甲１の特許請求の範囲に記載
された式Ｉとの関係をみると、本件発明１は、
上記式Ｉの「Ｒ２」として「－Ｎ（Ｒ８）２」を
選択し、さらに、「Ｒ８」が甲１発明のように「不
斉炭素原子を含まぬＣ１〜４アルキル」である「メ
チル」ではなく、一方の「Ｒ８」としてアルキル
スルホニル基（－ＳＯ２Ｒ’；Ｒ’はアルキル基）
を選択したものといえるが、このような置換基
を選択した化合物は、上記式Ｉの範囲に含まれ
てはいない。

そうすると、甲１の式Ｉに含まれない化合物
については、「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素活性」を
阻害する薬理活性を期待することができるとは
いえないから、甲１発明の「ジメチルアミノ基」
を、式Ｉの範囲に含まれない選択肢である「－
Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」に置き換える動機付
けがあるとはいえない。」

（２）甲２発明からの動機付けについて
「甲２の一般式（Ｉ）の化合物も、ＨＭＧ－

ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供するものであって、
甲１の式Ｉの化合物と同様、ピリミジン環を基
本骨格とし、そのピリミジン環の２、４、６位
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（式中、 
Ｒ１は低級アルキル； 
Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル； 
Ｒ３は低級アルキル； 
Ｒ４は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン； 
Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基； 
破線は２重結合の有無を、それぞれ表す。） 
で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。 
（請求項２以下は省略） 
 
第３	
 本件審決の判断 
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甲１（特表平 3-501613号公報） 
甲２（特開平 1-261377号公報） 
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「式（Ｉ）： 

 

 

 

（式中、 
Ｒ１は低級アルキル； 
Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル； 
Ｒ３は低級アルキル； 
破線は２重結合の有無を、それぞれ表す。） 
で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。」 
（２）相違点 
（１－ⅰ） 
Ｘが、本件発明１では、アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基で


